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第 1章 北広島市行財政改革大綱 
 

Ⅰ 行財政改革の経過 
 

１．これまでの取り組み 
 

 北広島市は平成8年度に「行政改革大綱」を策定し、時代に即応した施策展開や行政運営など

を目標として改革に取り組み、平成13年度には「地方分権時代における行政改革の推進方策」

を定め、市民主体の個性的で総合的な行政システムの構築を目指して改革を進めました。 

 その後、行財政環境が急激に変化していく中で、市民の視点に立った新たな行財政運営を行う

ため、平成15年度から新たな行財政構造改革の検討を開始しました。平成17年3月には民間有

識者による行財政構造改革委員会から提言を受けて、同年5月に「行財政構造改革大綱」を策定

しました。 

 

２．行財政構造改革大綱の成果 
 

 「行財政構造改革大綱」では、平成17 年度から平成26 年度までの10 年間を推進期間とし、

「政策評価の推進」「市民参加・協働の推進」「健全な財政運営の推進」「行政運営システムの改

革の推進」を目標に掲げ、単なる経費節減や事務手続きの簡素化といった枠を超えて、行政運営

システムを構造的に改革することを目指しました。 

 平成17年10月には、大綱に基づく具体的な改革項目を掲げた「行財政構造改革・実行計画」

を定め、行財政構造改革に取り組んできました。 

 

 この取り組みにおいては、「行財政構造改革・実行計画」に掲げた108件の改革項目のうち、

平成24年度までの8年間で100件の改革項目を実施し、実施率は92.6％となりました。 

 この間、外部委員による市の政策・事務事業評価の実施、市民参加条例の制定や公益活動団体

との協働指針の策定を行い、市民参加・協働の基本的な制度の確立を図りました。 

 また、使用料等の設定基準に基づく受益者負担の適正化、市税の収納率の向上、有料広告の掲

載や未利用市有地の処分などの財源確保対策、さらに、民間経営手法の活用による市民サービス

の向上や経費削減、正職員54人の削減、給与制度の見直し、職員研修の充実など、行政運営シ

ステム全般の改革に取り組みました。 

 これらの取り組みの結果、協働のパートナーであるNPO法人の増加や将来負担・公債費負担の

健全度の上昇などの成果が得られました。 

 また、支出の削減や受益者負担等の見直しによる収入増加を図ったことにより、平成24年度

までに約27億3千万円の効果額を生み出すことができました。 

 

 全体として、「行財政構造改革大綱」の基本目標は概ね達成したといえますが、市民参加意識
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の醸成や、行政課題の変化に対応できる組織・人員配置、市民や民間組織との連携による市民サ

ービスの向上や効果的・効率的な業務の実施、税外収入における収入未済額の増加などが課題と

して残されました。 

 

＜改革の取組状況＞ 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

改革項目数 110 110 109 108 107 107 109 108 

実施項目数の累計① 7 25 37 52 59 70 72 76 

 うち当該年度実施数 7 18 12 15 7 11 2 4 

一部実施項目数 ② 36 29 40 34 33 28 27 24 

合計 ①＋② 43 54 77 86 92 98 99 100 

       ※ 平成20年3月：1項目追加  （No.111 市債利息の軽減） 

                2項目取組停止（No.66 脳障がい者等の地域交流会事業の見直し） 

                      （No.79 フレンドリーセンター運営事業の充実） 

         平成21年3月：1項目取組停止（No.82 消火栓維持業務等の委託の検討） 

         平成22年3月：1項目取組停止（No.84 水道業務の広域化の検討） 

         平成23年7月：2項目追加  （No.112 公共施設適正配置計画の策定） 

                      （No.113 指定管理者制度活用の拡大） 

         平成25年1月：1項目取組停止（No.41 悪質滞納者への対応の強化①） 

 

＜改革による主な成果＞ 

項目 指標 改革前 改革後 順位 

市民協働の充実度 人口千人あたりNPO法人数 0.20（H18.3） 0.47（H25.12） 5位 

将来負担の健全度 将来負担比率（％） 104.2（H19） 56.0（H24） 7位 

公債費負担の健全度 実質公債費比率（％） 16.8（H17） 7.4（H24） 1位 

職員管理の適正度 人口千人あたり一般行政職員数 5.23（H17.4） 4.69（H24.4） 8位 

※順位は道内35市中 

 

＜改革による効果額＞                          （単位：百万円） 

 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 合計 

① 支出削減 40 105 137 182 349 367 487 1,667 

 

(1) 負担金・補助金の見直し 22 2 2 0 -4 -14 -29 -21 

(2) 職員数・給与の見直し 26 94 144 205 226 256 281 1,232 

(3) 各種事業の見直し等 -8 9 -9 -23 127 125 235 456 

② 収入増加 22 97 176 209 229 164 170 1,067 

効果額（①＋②） 62 202 313 391 578 531 657 2,734 

  



 

- 3 - 

 

Ⅱ 行財政改革の必要性 
 

１．市を取り巻く状況 
 

（１）財政状況等の推移 

 

（ア）歳入（普通会計決算） 

 

 市の歳入のうち約4割を占める市税は、平成19年度に実施された所得税から個人住民税への

税源移譲により増加しましたが、その後は景気の低迷や地価下落等により全体としてはわずかに

減少傾向にあります。約2割を占める地方交付税は、国の三位一体改革により減少しましたが、

ここ数年は地方の財源を確保する国の方針により回復傾向にあります。 

 国・道の補助金や市債については、主に国の経済対策や公共施設の耐震化の促進に伴う建設事

業費の変化により増減しています。 

 

  

70.6 67.3 67.9 69.1 69.7 75.2 76.7 74.2 74.0 74.9 73.0

40.5 37.8 35.7 36.5 34.8 33.0 33.8 34.5 38.7 38.5 41.6
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51.6 52.2 42.7 43.6
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25.4
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7.2 8.6
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歳入項目別決算額の推移

市税 地方交付税 地方譲与税 交付金等 使用料等

国・道補助金 諸収入 市債 その他 合計

（億円）

（出典：各年度地方財政状況調査） 
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（イ）歳出（普通会計決算） 

 

 歳出のうち、社会保障関係費（扶助費）は、児童手当や障がい者福祉などの制度改正、対象者

の増加により、平成17年度からの7年間で約1.7倍と大幅に増加しています。また、国民健康

保険特別会計や介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計などへの繰出金も増加しています。

一方、人件費は7年間で11.5%の減、公債費は6.3%の減となっています。 
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21.0 22.0
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21.5 23.4 23.7 23.722.5 15.8
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18.2 15.2
22.5

28.8
38.9
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歳出項目別決算額の推移
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その他 合計

（億円）

（出典：各年度地方財政状況調査） 
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（ウ）基金残高 

 

 市の貯金ともいえる基金については、将来の借金返済にあてる減債基金、生涯学習振興基金な

ど多くの基金を取り崩してきましたが、ここ数年は、取り崩しの取りやめや積立を行い基金の維

持に努めています。不測の事態に備えるための財政調整基金残高は、当市の標準財政規模や他市

の残高と比較すると少額であるといえます。 

 

 

（エ）市債残高 

 

 過去の大型公共事業分の償還終了や、起債の抑制により全体的には横ばい傾向ですが、地方交

付税原資の不足に伴い、地方交付税の代わりに自治体が国に代わって平成13年度から発行して

いる「臨時財政対策債」の残高が年々増加しています。なお、臨時財政対策債の償還額について

は、後年度に地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっています。 
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4.0
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義務教育施設整備基金 地域振興基金 生涯学習振興基金

施設営繕基金 その他特定目的 合計

（億円）
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17.3
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9.1 21.4 29.9 36.1 41.6 45.8 49.2 55.0 64.7 72.2 80.0

227.8 227.1 225.7 232.2 226.7 218.8 213.5 212.8 222.1 225.2 231.5

0.0
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100.0

150.0

200.0

250.0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

市債残高の推移

通常債 減税補てん債 臨時財政対策債 合計

（億円）

（出典：各年度地方財政状況調査） 

（出典：各年度地方財政状況調査） 
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（オ）経常収支比率 

 

 経常収支比率は、毎年経常的に収入される使途の制限のない一般財源（市税、普通交付税など）

が、人件費や扶助費、公債費などの毎年固定的に支出される経常的支出にどの程度充当されてい

るかを表す比率です。 
 このため、経常収支比率が高いほど、他の臨時的な経費にまわすことができる金額が減り、財

政の硬直化が進んでいることになります。  

 市の状況をみると、扶助費や物件費の増加による影響を、行財政構造改革の取り組みによる人

件費の削減や事業の見直し等によって、ほぼ横ばいに抑えている状況です。 

 

（カ）職員数 

 

 一般行政職員数（普通会計職員数から教育部門及び消防部門の職員数を除いた人数）は、全道

35 市中 8 番目に少なく、また、類似団体（産業別就業人口の構成比が類似している市）の全国

平均と比べても少なくなっています。（平成24年4月現在 全国196市中65位） 
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（出典：平成24年地方公共団体定員管理調査 平成25年3月 総務省） 

（出典：各年度地方財政状況調査） 
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（２）少子高齢化の進行 

 

 市の人口は、平成19年6月末の61,199人をピークに緩やかに減少しています。国立社会保障・

人口問題研究所の推計では、生産年齢人口の大幅な減少と老年人口の増加が見込まれており、今

後、市税を負担する層が減少するとともに、労働力の減少が地域経済にも大きな影響を与えるこ

とが懸念されます。 
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（出典：日本の地域別将来推計人口 平成25年3月推計 国立社会保障・人口問題研究所）

（出典：日本の地域別将来推計人口 平成25年3月推計 国立社会保障・人口問題研究所） 

※平成22年度までの合計人数には国勢調査による年齢不詳の人数が含まれているため、各階層の合計とは一致しません。 
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（３）社会保障関係費の増大 

 

 市の社会保障関係費（扶助費）は、子育て施策の充実や景気低迷による生活保護費の増加など

により年々増大しています。また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療については、特別

会計として独立した財政運営を行っていますが、一般会計からの繰出金が増加傾向にあります。

少子高齢化の進行に伴い、保健、医療、福祉、介護に対する経費はさらに増加するものと見込ま

れます。 

 
 

 

※ 平成20年度から開始された後期高齢者医療制度については、繰出金のほかに、医療費の市町村負担分として一般会計から直接

北海道後期高齢者医療広域連合に支払っている療養給付費負担金を計上しています。（従前の老人保健制度では、繰出金に含

まれています。） 
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後期高齢者医療繰出金 療養給付費負担金 合計
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（出典：各年度地方財政状況調査、北広島市決算書） 

（出典：北広島市決算書） 



 

- 9 - 

 

（４）公共施設の老朽化 

 

 市の公共施設（公共建築物、水道、下水道、道路、橋梁など）は、人口が急速に増加した昭和

40年代から50年代にかけて整備されたものが多く、今後、各施設の老朽化への対応や、新庁舎

建設などに多額の費用がかかると見込まれています。 

 

 

（５）地方分権改革の進展 

 

 平成5年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」を端緒とする地方分権改革は、

第1次分権改革として平成12年に機関委任事務制度の廃止、国の関与の抜本的見直し、権限の

移譲などが行われました。また、平成23年から平成25年にかけては、第2次分権改革として、

義務付け・枠付けの見直し、権限の移譲が行われ、地方自治体の責任範囲が拡大されました。 

 特に、市町村は住民に一番身近な基礎自治体であり、多岐にわたる行政サービスに対して責任

をもった行政運営を行うことが必要です。 

 なお、平成21年11月に地方分権改革推進委員会第4次勧告で提言された地方税財政制度の再

構築については実施途上にあるため、今後の動向を注視する必要があります。 
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（市調べ） 

（平成24年3月現在、市調べ）
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２．行財政改革の必要性 
  

 当市は、人口減少や少子高齢化の進行に直面しており、国立社会保障・人口問題研究所の推計

（平成25年3月）によると、第5次総合計画の最終年である平成32年の人口は、平成22年に

比べ約2,800人の減少が見込まれています。 

 特に、労働力の中核を担う15歳から64歳までの生産年齢人口は6,300人減少し、老年人口は

約5,500人増加すると見込まれています。 

 さらに、国の中長期の経済財政に関する試算（平成26年7月）では、平成26年度末の国・地

方の公債等残高が約959兆円となりGDPの1.93倍程度に達すると見込まれるほか、地方財政計

画においては、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算の見直しの議論が行われています。 

 このような状況のなか、今後、市の歳入については、その5割強を占める市税及び地方交付税

にこれまでのような伸びが見込めない状況にあります。一方、歳出については、高齢化の進行に

伴い社会保障関連費の増加傾向が続くとともに、人口が急増した昭和50年前後に整備した公共

建築物や道路、橋梁等の修繕・更新への対応が求められており、市の財政状況はより厳しい局面

を迎えることが予想されます。 

 また、地方分権改革が進むなか、効果的で効率的なまちづくりを進めるためには、市民と行政

が課題と目標を共有し、相互理解を深めながら協働して、自らの責任と役割を果たしていくこと

が求められています。 

 

 当市では、第5次総合計画において「希望都市」「交流都市」「成長都市」をめざす都市像とし

て掲げ、その実現に向けてさまざまな施策に取り組んでいます。また、市の魅力を総合的に発信

するシティーセールス事業や、ファーストマイホーム支援制度を始めとする独自の子育て支援施

策に取り組み、定住人口の増加を目指したまちづくりを進めています。 

 一方で、地方自治体を取り巻く環境の変化や厳しい行財政状況が想定されるなか、市民ニーズ

に柔軟かつ的確に対応したまちづくりを進めるためには、「住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を挙げる」という地方公共団体の事務処理の原則に立ち返り、安定的・

持続的に行政サービスを提供できる行財政システムを構築する必要があります。 

 これらの状況を踏まえ、行財政構造改革大綱の基本的な考え方を継承しつつ、さらなる行財政

改革に取り組むこととします。 
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Ⅲ 大綱の位置づけと基本目標 
 

１．行財政改革大綱の位置づけ 
 

 市政運営の最上位計画である第5次総合計画では、平成23年度から平成32年度までの10年

間を計画期間とし、「希望都市」「交流都市」「成長都市」を「めざす都市像」としてまちづくり

を進めています。 

 行財政改革は、総合計画に基づくまちづくりを進めるために必要な制度、組織など執行体制の

改革を行うものであり、行財政改革大綱は、行財政改革の基本的方向性を示すものです。 

 また、行財政改革の実施にあたっては、行財政改革大綱に基づいた具体的な改革項目を示す行

財政改革実行計画を策定し、計画的に取り組んでいくものとします。 

 

２．行財政改革大綱の計画期間 
 

「行財政改革大綱」の計画期間は、第5次総合計画との整合性を図るため、平成27年度から平

成32年度までの6年間とします。 

 

３．行財政改革大綱の基本目標 
 

 基本目標１ 持続可能な財政運営の推進                      

 中長期にわたり健全な財政を維持しつつ市民ニーズにあった行政サービスを安定して提供す

るため、将来の負担に備えた財政基盤の強化や自主財源の確保を図ります。 

 また、老朽化が進む公共施設について、適切な維持管理と新たなニーズや地域の特性に合った

施設の整備を図るため、施設の状況把握と長期的かつ計画的な管理に努めます。 

 

 基本目標２ 機能的な行政運営の推進                       

 第5次総合計画を効果的に推進し、かつ、課題に対し迅速・的確に対応するため、機能的な組

織の構築や地方分権時代に的確に対応できる人材の育成を進めます。 

 また、政策評価システムの活用や情報化の推進を図り、経営資源の有効活用や質の高い行政運

営に努めます。 

 

 基本目標３ 市民協働・官民連携の推進                      

 市政の運営にあたっては、市民と行政が課題と目標を共有したうえで、相互理解を深めながら

協働し、自らの責任と役割を果たしていくことが重要です。このため、市政運営の判断材料とな

る行政情報を積極的に公開し、行政の説明責任と透明性を確保するとともに、政策の立案・実施・

検証段階での市民参加を着実に進めます。 

 また、公益活動団体との協働や民間との連携により市民サービスの向上に努めます。 
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Ⅳ 大綱の推進体制 
 

 行財政改革の推進にあたっては、市民の理解と協力のもと取り組む必要があることから、市民

参加条例に基づき市民の意見を的確に把握しながら、行財政改革大綱・実行計画を策定します。 

 計画策定後は、市の広報紙やホームページ等により行財政改革の取組状況を公表します。 

 また、行財政改革をより実効性のあるものとするため、学識経験者等による「行財政改革推進

委員会」を設置し、行財政改革大綱・実行計画の策定や進行管理の各段階において多様な視点か

ら助言・提言を受けるものとします。 

 庁内においては、市長を本部長とし、副市長、教育長及び全部長職を構成員とする「行財政改

革推進本部」において基本目標に基づく具体的な改革項目の調査、検討及び推進を図り、全庁一

体となって行財政改革を推進していきます。 

 

 

＜行財政改革の推進体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜役割＞ 

 行財政改革大綱・実行計画の策定及び進行管理、その他行財政改

革に関することに関する調査・審議 

＜構成＞ 

 学識経験者4名、市民1名 

行財政改革推進委員会 

＜役割＞ 

 行財政改革大綱・実行計画の策定、行財政改革の推進に関する

全庁的な調整 
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第２章 北広島市行財政改革実行計画 
 

Ⅰ 行財政改革実行計画の位置づけ 
 

 行財政改革実行計画は、行財政改革大綱に基づいた改革を計画的に進めていくため、具体的な

取り組みとその実施時期等を定めるものです。 

 

Ⅱ 行財政改革実行計画の計画期間 
 

 行財政改革実行計画の計画期間は平成27年度から平成32年度までの6年間とし、毎年、進捗

状況などの検証・公表を行います。 

 また、市を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、到達目標を明確にして実効性のある計画とす

るため、計画期間の中間年である平成29年度に、計画の進捗状況や市を取り巻く状況の変化に

基づいて行財政改革実行計画を検証し、必要に応じて修正を行います。 

 

Ⅲ 行財政改革実行計画の改革項目 
 

 市の現状と課題を踏まえ15の改革項目を設定します。また、各改革項目に基づく具体的な方

策として48の実施項目に取り組み、行財政改革大綱の基本目標の達成に向けて改革を推進しま

す。 
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 基本目標１ 持続可能な財政運営の推進                      

 

改革項目 実施項目 ページ 

 1-1 健全な中長期財政運営の確立 

 1．財政運営指針の策定 

 2．財政調整基金の確保 

 3．減債基金の確保 

 4．投資的経費の抑制 

 5．特別会計繰出金の適正化 

 6．財政状況の公表 

16-17 

 1-2 補助金等の適正化 

 1．補助金等交付基準の見直し 

 2．補助金等の見直し 

 3．補助金等交付状況の公表 

18 

 1-3 債権管理の適正化 

 1．債権管理条例の制定 

 2．債権一元管理体制の構築 

 3．債権回収業務の委託 

 4．学校給食費の公会計化 

 5．収納方法の多様化 

 6．個人住民税特別徴収の推進 

19 

 1-4 使用料等の適正化  1．使用料等の見直し 20 

 1-5 独自財源の確保 

 1．寄附金制度の構築 

 2．未利用市有地の処分 

 3．広告掲載対象の拡大 

 4．行政財産の有効活用 

21 

 1-6 公共施設等の老朽化対策 

 1．公共施設等に関する長期計画の策定 

 2．建設事業コスト縮減計画の策定 

 3．公共施設等一元管理体制の構築 

22 

 

 基本目標２ 機能的な行政運営の推進                       

 

改革項目 実施項目 ページ 

 2-1 行政組織の見直し 

 1．行政組織のスリム化 

 2．課・スタッフ規模の適正化 

 3．定員管理の基本方針の策定 

 4. 債権一元管理体制の構築（再掲） 

 5. 公共施設等一元管理体制の構築（再掲） 

23 

 2-2 職員育成の充実 

 1．人材育成基本方針の見直し 

 2．人を育てる職場風土の醸成 

 3．職員研修の充実 

 4．人事交流の実施 

24 
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改革項目 実施項目 ページ 

 2-3 人事評価制度の導入 
 1．公正な評価の実現 

 2．各種研修の実施 
25 

 2-4 政策評価の推進 

 1．政策評価方法の改善 

 2．部局運営方針の公表 

 3．市民満足度・優先度・実感度調査の実施 

 4．評価公表方法の改善 

26 

 2-5 ＩＣＴ化の推進 

 1．マイナンバー制度の活用 

 2．行政事務の効率化 

 3．収納方法の多様化（再掲） 

27 

 2-6 下水道事業の公営企業化  1．下水道事業の公営企業化 28 

 

 基本目標３ 市民協働・官民連携の推進                      

 

改革項目 実施項目 ページ 

 3-1 市民参加の推進 

 1．新たな市民参加手法の実施 

 2．市民参加に係る情報の提供 

 3．行政情報の共有化 

29 

 3-2 市民協働の推進 

 1．公益活動団体の活動拠点の整備 

 2．寄附金控除の拡大 

 3．市民協働に係る情報の提供 

30 

 3-3 アウトソーシングの推進 

 1．業務委託の拡大 

 2．債権回収業務の委託（再掲） 

 3．指定管理者制度の導入 

 4．指定管理者制度の充実 

31 

  



 

- 16 - 

 

北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-1 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 健全な中長期財政運営の確立 

担当課等 財政課 

現状と課題 

○ 財政健全化法による健全化判断比率（※1）は現状ではおおむね良好となっているが、経常収支比

率（※2）については、過去 5年間 90%～92%台で推移しており、財政の硬直化が見られる。 

財政指標（単位：%） H21 H22 H23 H24 
H25 
（速報値） 

早期健全化基準 

実質赤字比率 - - - - - 12.98 以上 

連結実質赤字比率 - - - - - 17.98 以上 

実質公債費比率 8.3 7.7 7.1 7.4 6.9 25 以上 

将来負担比率 68.9 54.9 55.0 56.0 57.9 350 以上 

経常収支比率 92.2 90.4 91.8 91.3 90.6  

○ 市は、災害復旧、地方債の繰上償還や経済不況等による税収減など、財源不足の事態に備え、財

政調整基金（※3）を設置しているが、基金現在高の標準財政規模に対する割合は、他市と比較し

て低い状況にある。 

 財政調整基金現在高 

（平成 24 年度末現在） 
標準財政規模 割合 

北広島市 423,185 千円 12,482,281 千円 3.4％ 

江別市 2,892,067 千円 24,261,576 千円 11.9％ 

千歳市 2,461,332 千円 20,175,110 千円 12.2％ 

恵庭市 1,323,344 千円 14,292,840 千円 9.3％ 

石狩市 320,047 千円 16,530,053 千円 1.9％ 

北斗市 3,106,394 千円 12,347,237 千円 25.2％ 

 ※北海道内においては、積立金全体の現在高が平成 23年度と比べ 465億 2千万円増の、5,893 

   億 1 千万円、財政調整基金の現在高は、245億 1千万円増の 2,060 億 7 千万円となっている。 

 

○ 決算における歳計剰余金の処分については、積立て又は地方債の繰上償還の財源に充てるなど、

財政の健全化を図る必要があるが、市では、当初予算における財源対策の一つとして繰越金を１億

円計上しているほか、補正予算による追加財政需要への財源としての活用が優先されており、積立

てに関しての取り扱いが明確になっていない。 

 

○ 市には 5 つの特別会計（※4）があり、このうち、国民健康保険事業、下水道事業、介護保険、後期

高齢者医療の特別会計に対し、一般会計から繰出金を支出している。 

○ 繰出金には、法に定められた負担（法定分）のほか、特別会計運営における財政支援としての法定

外繰出しがあり、例年、国民健康保険事業特別会計に法定外繰出しを行っている。法定分は一定

の地方財政措置（※5）があるが、法定外については一般財源での対応となるため、一般会計に大き

く影響を与えている。 

 法定外繰出額（国民健康保険事業特別会計） 

H21 H22 H23 H24 H25 

273,261,753 円 251,706,578 円 245,971,476 円 275,022,088 円 221,816,314 円 

 

○ 国民健康保険においては、平成29年度以降の運営主体が市町村から都道府県に移管される見込

みである。 

 

○ 今後、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化による市債残高及び単年度の償還費の増加が見込

まれることから、計画的な整備に向けてその財源を確保していく必要がある。 

○ また、少子高齢化や消費税の社会保障財源化による社会保障関連経費の増加が見込まれ、一定

の地方財政措置があるものの、市の負担が増加することが予想される。 

○ 社会保障関連経費等の義務的な経費を確実に確保したうえで、公共施設等の老朽化対策を進め、

持続可能で安定的な市政運営を行っていくためには、経常収支比率の抑制などの財政目標を定め

た財政運営を行う必要がある。  
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実施項目 内容 

実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．財政運営指針の策定 
持続可能な財政運営を行うため、中長期的な財政運営

指針を策定する。 

（例） 

実施 
→ → → → → 

2．財政調整基金の確保 

歳計剰余金の処分について、追加財政需要への対応と財

政調整基金への積立てに関するルールを定め、安定した

基金の確保を図る。 

      

3．減債基金の確保 
将来の公債費負担を考慮し、その平準化を図るため計画

的な減債基金（※6）の充実を図る。 
      

4．投資的経費の抑制 

後年度の急激な負担増を回避するため、投資的経費への

一般財源充当額や起債発行額について、一定期間内に

おける上限を設定する。 

      

5．特別会計繰出金の適

正化 

各会計において給付費等の抑制と事務費も含めた歳出削

減に努めるとともに、一般会計と特別会計の負担区分を明

確にし、特別会計繰出金の適正化を図る。 

      

6．財政状況の公表 
特別会計の運営や繰出金の状況について、わかりやすく

公表する。 
      

※1：健全化判断比率 

 財政健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための

指標として、以下の 4 つの財政指標を「健全化判断比率」として定めている。 

●実質赤字比率 

 市の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したもの。 

●連結実質赤字比率 

 水道など公営企業を含む「市の全ての会計」に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したもの。 

●実質公債費比率 

 市の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したもの。 

●将来負担比率 

 市の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したもの。 

※2：経常収支比率 

 市の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当さ

れた一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源、減税補てん債及び臨時財政対

策債の合計額に占める割合で表したもの。 

※3：財政調整基金 
 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源とするため積み立てる基金のこと。 

※4：特別会計 

 一般会計とは別に独立した経理管理が行なわれる会計のこと。市には国民健康保険事業、下水道事業、霊園事業、介護保険、

後期高齢者医療の 5つの特別会計がある。 

※5：地方財政措置 

 人口や産業の集積の度合いによる地域間格差や景気の動向による税収の年度間格差にかかわらず、地方公共団体がその重

要な責任を果たすことが出来るようにするため、国が地方交付税や地方債などにより各地方公共団体に財源保障をすること。 

※6：減債基金 

 市債及び債務負担行為による債務の償還にあてるため積み立てる基金のこと。  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-2 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 補助金等の適正化 

担当課等 行政推進課、財政課 

現状と課題 

○ 市では、補助金等交付規則などに基づき団体に対し補助金や交付金（以下、補助金等）の交付を

行っているが、補助金等の執行に関する事務手続きについて監査委員から指摘があるほか、補助

金等の効果的、効率的な運用や公平性、透明性などについて外部評価での指摘を受けている。ま

た、補助金等交付基準において、補助金等の定義や分類に交付実態とのギャップが生じている。 

 

（参考） 

 ・北広島市補助金等交付規則（S61.3） ・北広島市補助金等交付基準（H20.9） 

 ・補助金等評価実施要領（H20.9）    ・北広島市補助金等交付マニュアル（H22.11） 

 ・北広島市補助金等交付規則の運用について（H7.3） 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．補助金等交付基準の

見直し 

補助金等の定義や分類の見直しなど「北広島市補助金等

交付基準」の見直しを行う。 
      

2．補助金等の見直し 

補助金等交付の意義の薄れたもの、目的が達成できたと見

込まれるものなど、社会情勢の変化などを見極めながら、補

助金等のゼロベースからの見直しを行う。 

      

3．補助金等交付状況の

公表 

補助金等交付の透明性を確保するため、補助金等の目的・

交付基準・使途・効果などをわかりやすく公表する。 
      

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 



 

- 19 - 

 

北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-3 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 債権管理の適正化 

担当課等 行政推進課 

現状と課題 

○ 市税以外の債権の収納率が低下し、滞納繰越額が年々増加している。 

   保育料（平成 24 年度）   収納率 83.21％（前年度比△1.77％） 

                     滞納繰越額 30,903,613 円（前年度比 3,556,510 円増） 

   市営住宅及び駐車場（平成 24年度） 収納率 75.24％（前年度比△1.08％） 

                                  滞納繰越額 19,809,401 円（前年度比 2,010,000 円増） 

○ 地方税など法令上、「国税滞納処分の例による」等の規定がある債権について、地方税や国民健康

保険税以外の債権では、督促、台帳整備、延滞金、滞納処分、徴収停止など一連の手続きを各担

当課で独自に行っていることから、市としての統一的な対応ができていない。 

○ 私債権については、債務者の時効の援用若しくは議会による債権放棄の議決がなければ消滅しな

いため、徴収不能となっている債権についても管理をしなければならない。 

○ 各債権間で滞納情報の共有がなされていないため、滞納整理などの事務が非効率となっている。 

○ 公金の債権回収の権利行使に際しては福祉的観点からの配慮が必要な場合もあるが、公金の債権

回収業務が滞ることは、健全な行政サービスの提供に支障をきたすだけでなく、適切に納付している

住民に対して公平性を欠く。 

○ 市は数年で人事異動を行っているが、債権回収業務に関する法令知識は多岐にわたり、実際に処

理を進める際のノウハウの習得が必要であり、これを集積していくことが困難である。 

○ 私債権（私会計）である学校給食費は、保護者負担の公平性の確保や学校の事務負担が課題にな

っている。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．債権管理条例の制定 
公債権と私債権の分類に応じた債権管理方法の統一化、

徴収不能な債権の適正な処理基準の明確化を行うため、

債権管理条例を制定する。 

      

2．債権一元管理体制の

構築 
効果的な債権管理を進めるため、複数債権の一元管理体

制を構築する。 
      

3．債権回収業務の委託 

債権回収の強化を図るため債権回収業務について全般的

な整理・分析を行い、可能なものについては債権回収会社

への委託を行う。 

      

4．学校給食費の公会計

化 

学校給食費の予算及び決算処理に関する透明性の向上を

図り、保護者負担の公平性を確保するとともに教職員の給

食費収納に関する事務負担の軽減を図るため、現在、私会

計で運営している学校給食費を公会計に移行する。 

      

5．収納方法の多様化 

市民の利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、マル

チペイメントネットワーク（※1）の活用など収納方法の多様化

に向けた検討を行う。 

      

6．個人住民税特別徴収

の推進 

給与所得者の利便性の向上、地方税法に基づく適切な課

税と徴収を行うため、個人住民税特別徴収（※2）の推進を

図る。 

      

※1：マルチペイメントネットワーク 

 国庫金、地方税、電気・ガス・電話等の公共料金及び会社等への代金等の支払について、金融機関等の窓口のほか ATM、電話、 

パソコン等を利用して支払うことにより、顧客の利便性向上を図るとともに、官公庁、地方公共団体、収納企業及び金融機関の事務

効率化を図る仕組みのこと。 

※2：個人住民税特別徴収 

 事業主（給与支払者）が従業員(納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税（市民税＋道民税）を徴収（天

引き）して、市に納入する制度のこと。  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-4 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 使用料等の適正化 

担当課等 財政課 

現状と課題 

○ 平成 19 年度に「使用料・手数料の設定基準」（以下、基準）を定め、受益者負担の原則と負担の公

平性を確保するとともに、社会情勢の変化に応じた原価計算方式による明確な料金算定基準や統

一した減免基準を設定した。 

 

○ 使用料・手数料（以下、使用料等）のうち、法令または独自の基準により算定すべきものについては、

基準の適用除外としている。（市営住宅使用料、学童クラブ使用料、ごみ処理手数料など） 

 

○ 平成22年度及び平成25年度に、基準に基づく使用料等の定期的な見直しを行ったが、維持管理

経費の増加が無かったことから改定は実施していない。 

 

○ 消費税率の引上げが平成26年4月に行われ、平成27年10月にも更なる引上げが予定されてお

り、維持管理経費の増加が見込まれる。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．使用料等の見直し 

（１）基準に基づく見直し 

 消費税率の引上げによる維持管理経費への影響を踏ま

え、定期的な使用料等の見直しを行う。 

 

（２）基準適用外の使用料等の見直し 

 基準の適用除外となり、独自の基準により算出している使

用料等については、設定当時から見直しが行われていない

ケースが多いことから、算定基準を明確にし、基準の適用対

象となる使用料等と同様に定期的な見直しを行う。 

      

 

 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-5 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 独自財源の確保 

担当課等 政策調整課、各課 

現状と課題 

○ ふるさと納税（市に対する寄附金）（※1）については、市の基金の目的（地域福祉、地域振興、奨学

金など）に沿って募集し活用している。（寄附者は年 5～10 名） 

 

○ 平成 17 年度に未利用市有地処分等基本方針を策定し、平成 24年度までに 13,210 ㎡の市有地

を売却した。 

 

○ 平成 18 年度に広告掲載に関する基本方針を策定し、広報、封筒、ホームページ等への有料広告

の掲載を実施した。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．寄附金制度の構築 
多様化する行政課題に対応し、かつ、まちづくりへの参加意

識の醸成につながる寄附金制度を構築する。 
      

2．未利用市有地の処分 

未利用市有地処分等基本方針に基づき、未利用市有地を

とりまく状況の変化を踏まえながら、売却可能な未利用市有

地の処分を進める。 

      

3．広告掲載対象の拡大 
広告掲載に関する基本方針に基づき、公共物等への有料

広告について掲載対象の拡大を図る。 
      

4．行政財産の有効活用 
行政財産の余裕スペースの貸付けや目的外使用許可によ

り、市民の利便性の向上と財源確保を図る。 
      

※1：ふるさと納税 

 個人が都道府県・市区町村に対して寄附をすると、原則として寄附金から2千円を差し引いた額が、所得税・個人住民税から控除

される制度のこと。（一定の限度額あり） 

 なお、所得税・個人住民税からの控除を受けるためには、確定申告を行う必要がある。 

 

 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 1-6 

基本目標 持続可能な財政運営の推進 

改革項目 公共施設等の老朽化対策 

担当課等 政策調整課、各施設所管課 

現状と課題 

○ 市の公共施設等（公共建築物、上下水道、道路、橋梁など）は、昭和40年代から50年代にかけて

整備されたものが多く、老朽化への対応が求められている。 

 

○ 公共施設等の現状について、「量(ストック)」「管理運営経費（コスト）」「利用状況（サービス）」などの

観点で分析していないことから、管理運営面での課題が明確になっていない。 

 

○ 公共施設等の維持管理・更新費について、総合計画（推進計画）の策定において 10年程度の見通

しを立てているが、長期的な見込み経費が十分には把握できていない。 

 

○ 公共施設等の維持管理・更新に係る中長期的な見込み経費の算出や、公共施設等の総合的かつ

計画的な管理に関する基本的な方針等の充実・精緻化へ活用するため、将来的には固定資産台

帳の作成や公会計の整備を行うことが求められている。 

 

○ 緩やかな人口減少が進む中、将来的な公共施設のあり方について検討する必要がある。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．公共施設等に関する長

期計画の策定 

人口減少も考慮した公共施設等の更新、統廃合、長寿命

化を計画的に行い、公共施設等の適正な維持管理、適正

配置と財政負担の軽減及び平準化を図るため、市が管理

するすべての公共施設等の実態を把握した上で、維持管理

の方針を示した10年以上の長期計画を策定する。（国が示

した「公共施設等総合管理計画（※1）策定指針」に沿った

計画とする。） 

      

2．建設事業コスト縮減計

画の策定 

計画・設計・工事・維持管理の各段階において費用の縮減

を図るため、建設事業コスト縮減計画を策定する。 
      

3．公共施設等一元管理

体制の構築 

公共施設等に関する情報を集約し、計画に基づく管理を効

果的に推進するため、公共施設等を一元的に管理する体

制を検討する。 

      

※1：公共施設等総合管理計画 

 公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを行うことによって、市の財政負担を軽

減・平準化するとともに公共施設等の最適な配置を実現するための計画のこと。平成 26年 4 月に国から策定指針が示された。 

 

 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-1 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 行政組織の見直し 

担当課等 職員課 

現状と課題 

○ 行財政構造改革大綱に基づき、より効率的で質の高い行政サービスの提供を目的として、行政組

織のスリム化、職員数の削減、行政サービスの見直しを行った。 

○ 行政組織については、「簡素で効率的」「わかりやすい」「政策形成・施策実現可能」という視点でスリ

ム化を進め、平成17 年度に68あった課・部署を、平成26年度には63 課・部署とした。職員数に

ついては、定員適正化計画に基づき、平成 17年度 523人の職員数を、平成 26 年度には 469人

に削減した。行政サービスの見直しについては、総合体育館などへの指定管理者制度の導入、広報

紙編集などの委託化、事業の見直しなどに取り組んだ。 

職員数 部次長職 課長職 主査職 その他 計 

平成 17年度 21 人 60 人 154 人 288 人 523 人 

平成 26年度 17 人 57 人 138 人 257 人 469 人 

○ 職員数の削減等により、一部職員への負担や時間外勤務の増加につながっている。 

○ 中堅職員の不足と、大量退職による職員の入れ替わりにより、各職位における円滑な世代交代に課

題が生じている。 

○ 債権管理などの担当部署が分散しているため、効果的・効率的な業務が実施できていない。 

○ 今後においては、現職員数を基本としつつ、行政サービスの総量を踏まえた適正な職員配置を実現

するため、効果的・効率的な行政組織の構築や多様な任用形態の職員の活用などを図る必要があ

る。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．行政組織のスリム化 

全庁的な視点による業務フローの見直し、業務委託・指定

管理者制度の推進、ICT化の促進などにより、行政組織のス

リム化を図る。 

      

2．課・スタッフ規模の適正

化 

小規模な課・スタッフの統合などによる、課・スタッフ規模の

適正化を図るとともに、適正な人事管理（採用・昇任・異動）

システムを構築することにより、各職位における役割の明確

化や職員の育成を図る。 

      

3．定員管理の基本方針

の策定 

現職員数を基本としつつ、市の財政状況や市民ニーズに応

じて変動する行政サービスの総量に柔軟に対応できるよう、

雇用と年金の接続に係る再任用制度の動向、任期付職員

や再任用職員など多様な任用形態の職員の活用などを踏

まえた、定員管理の基本方針を策定する。 

      

4．債権一元管理体制の

構築（再掲） 
効果的な債権管理を進めるため、複数債権の一元管理体

制を構築する。 
      

5．公共施設等一元管理

体制の構築（再掲） 

公共施設等に関する情報を集約し、計画に基づく管理を効

果的に推進するため、公共施設等を一元的に管理する体

制を検討する。 

      

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-2 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 職員育成の充実 

担当課等 職員課 

現状と課題 

○ 行政サービスに対する市民需要の多様化・高度化や、事務の複雑化に対応し、市民満足度を高め

る必要があるなかで、効率的でかつ実行性のある行政組織の構築を進めるためには、職員一人ひと

りの意欲・主体性、職務能力等のさらなる向上を図る必要がある。 

 

○ 今後、職員の大量退職による職員構成の変化が見込まれており、若手職員の早期育成とベテラン

職員の知識伝承が急務となっている。（5 年以内の定年退職予定者：87 人、全職員の 19％） 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．人材育成基本方針の

見直し 
「目指す職員像」を明確化するため、人材育成基本方針の

見直しを行う。 
      

2．人を育てる職場風土の

醸成 

若手職員の早期育成と職員間の知識伝承を進めるため、

職場内研修（ＯＪＴ）の充実や、新任職員サポーター制度を

推進する。 

      

3．職員研修の充実 

長期的な視点による職員研修計画を策定するとともに、職

員の自主性を引き出す自己啓発研修や法令順守の徹底を

図る研修など多様な研修を実施し、職員の能力向上と意識

改革を図る。 

      

4．人事交流の実施 

国、道をはじめとした他団体との人事交流を実施し、職員の

視野を広げるなど人材育成につなげるとともに、他団体で習

得した見識等を組織へ還元し、市政への反映を図る。 

      

 

 

 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 



 

- 25 - 

 

北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-3 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 人事評価制度の導入 

担当課等 職員課 

現状と課題 

○ 地方分権の進展により地方公共団体の役割が増大するなか、能力・実績に基づく人事管理を徹底

することにより、組織全体の士気高揚、公務能率の向上を図るとともに、困難な課題を解決できる高

い能力を持った職員を育成することが急務となっている。 

 

○ 平成 26年 5月 14 日に地方公務員法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から２年を超

えない日までに、人事評価制度（※1）の導入が義務付けられた。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．公正な評価の実現 
公正な人事評価（能力評価、業績評価）を実現し、評価結

果を人材育成や人事管理へ活用するための仕組みづくりを

進める。 

      

2．各種研修の実施 

人事評価制度の導入前における職員への周知や研修を図

るほか、導入後については、公正な人事評価の徹底を図る

ため、継続的な評価者研修会を実施する。 

      

※1：人事評価制度 

 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把

握した上で勤務成績の評価を行う制度のこと。 

 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-4 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 政策評価の推進 

担当課等 行政推進課、政策調整課 

現状と課題 

○ 政策の透明性と説明責任を確保し、社会経済状況の変化に対応した効果的かつ効率的な行政運

営の推進を図るため、平成 15年度から政策評価（※1）を実施し、平成 19年度からは市民委員か

らなる外部評価委員会での評価を実施した。 

 

○ 平成23年度からは、総合計画に掲載した全事業を対象に評価を行い、総合計画の見直しに活用し

ている。また、平成24年度からは、市民委員からなる総合計画推進委員会において、政策評価をも

とに総合計画の進行管理・評価を行っている。 

 

○ 政策評価への理解不足や事業成果の客観的な測定が困難であることなどから、適切な評価指標が

設定されていない事業がある。 

 

○ 市が取り組んでいる施策について、市民がどのくらい満足と感じているか、また、今後、どのくらい重要

と感じているかなど充分な資料がない。（現状ではほぼ 10 年に 1回程度市民意識調査を実施） 

 

○ 事業目的や内容から総合計画の施策体系の位置づけを見直すべき事業がある。 

 

○ 評価結果については、市のホームページで公開しているが、市民の 6 割以上が政策評価の実施を

知らない状況にある。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．政策評価方法の改善 

財源や人員など限られた経営資源を有効活用するため、引

き続き、政策評価を活用し政策の選択と集中、事業の改善

を進める。また、評価の適正さ、正確さの向上と事務の負担

軽減を図るため、評価に関する手引きを作成する。 

      

2．部局運営方針の公表 

部局ごとの基本方針、重点取組事項、目標、中長期的な課

題を明らかにした「部局運営方針」を公表し、目標の達成に

向けたＰＤＣＡサイクルを構築する。 

      

3．市民満足度・優先度・

実感度調査の実施 

定期的(2 年に 1 回程度)に無作為抽出した市民を対象に、

市民満足度・優先度・実感度に関する意識調査を実施し、

政策評価や総合計画の進行管理に活用する。 

      

4．評価公表方法の改善 広報等を活用し、評価公表方法の改善を行う。       

※1：政策評価 

 施策（※2）及び事務事業（※3）を必要性、有効性、効率性及びその他評価対象の特性に応じて必要な観点から、客観的に評価

し、評価結果を新たな政策などの企画立案に活用し、改革・改善を図ることをいう。 

※2：施策 

 政策の目的を実現するための具体的な方策、対策であって、単独または複数の事務事業で構成されるものをいう。 

※3：事務事業 

 施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-5 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 ＩＣＴ化の推進 

担当課等 情報推進課等 

現状と課題 

○ マイナンバー制度（※1）の導入により、社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減や

マイ・ポータルのお知らせサービス等による市民の利便性の向上、行政の効率化が求められている。 

 

○ 平成 19年 2月から、住民票や印鑑登録証明書などの交付手続きをインターネット経由で申請でき

る「電子申請サービス」を開始したが、ほとんど利用が無い。 

 

○ より効率的で質の高い業務を行うため、戸籍情報、住民記録、税などに関する電算システムの共同

化、業務の標準化などの検討を進めていく必要がある。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．マイナンバー制度の活

用 

法で定められた手続きのほか、市の独自業務についてもマイ

ナンバーを活用し、さらなる行政サービスの向上を図る。 
      

2．行政事務の効率化 

クラウド化を含めた電算システムの見直しや文書管理・電子

決裁システムの運用、無線 LAN の導入などにより、業務フロ

ーの改善やペーパーレス化を進め、行政事務の効率化を図

る。 

      

3．収納方法の多様化（再

掲） 

市民の利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、マル

チペイメントネットワーク（※2）の活用など収納方法の多様化

に向けた検討を行う。 

      

※1：マイナンバー制度 

 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため、住民票を有する全ての方に対して、１人１番号を指定

する制度のこと。社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイ・ポータルのお知らせサービス等による国民の利便

性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新

しい社会保障制度が設計できる等の利点がある。 

※2：マルチペイメントネットワーク 

 国庫金、地方税、電気・ガス・電話等の公共料金及び会社等への代金等の支払について、金融機関等の窓口のほか ATM、電話、 

パソコン等を利用して支払うことにより、顧客の利便性向上を図るとともに、官公庁、地方公共団体、収納企業及び金融機関の事務

効率化を図る仕組みのこと。 

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 2-6 

基本目標 機能的な行政運営の推進 

改革項目 下水道事業の公営企業化 

担当課等 下水道課 

現状と課題 

○ インフラなどの経営資源を効率的・効果的に管理活用する事業経営を行う必要があるなか、現金収

支にのみ着目した「現金主義・単式簿記」では的確な損益・資産の把握が行われない。 

 

○ 地方公営企業法を適用し「発生主義・複式簿記」に基づく会計制度とすることにより次のようなメリット

があげられる。 

・損益情報・ストック情報の把握による適切な経営方針・経営計画の策定 

  費用の縮減・合理化、適切な料金水準の設定、一般会計との負担ルールの明確化 

  会計処理の自己検証など 

・他企業との経営状況の比較 

・経営の自由度向上による経営の効率化とサービス向上 

・市民や議会によるガバナンスの向上 

・企業会計に精通し経営マインドを持った人材の育成 

・消費税の節税効果 

 

＜管内市の状況＞ 

 いずれの市も地方公営企業法を適用済 

  札幌市：昭和 57 年度  江別市：昭和 59年度  千歳市：平成 12 年度 

  石狩市：平成 20 年度  恵庭市：平成 25年度 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．下水道事業の公営企

業化 

公営企業化に向けた基本方針の策定、固定資産情報をは

じめとする会計情報や条例・規則・会計システムなどの整備

を行い、下水道事業を公営企業化する。 

      

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 3-1 

基本目標 市民協働・官民連携の推進 

改革項目 市民参加の推進 

担当課等 行政推進課 

現状と課題 

○ 平成 21 年度に市民が市政運営の様々な分野に参加することを制度化する市民参加条例を制定

し、平成25年度までの5年間で102の施策についてパブリックコメントやワークショップ、市民説明会

などを行い、市の政策の企画立案、実施、評価の各段階での市民参加に努めた。 

 

○ 審議会や委員会を設置しているが、参加する市民の数や参加者が限られている。 

 

○ 市民参加での議論を活性化するための手法が充分検討されていない。（資料の提供方法、ICT の活

用など） 

 

○ 市民参加の基本である行政情報が、市民に充分に伝わっていない。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．新たな市民参加手法

の実施 

これまで参加の機会と条件が無かった市民の参加の場を創

出するため、総合計画の見直しなどにおいて無作為抽出に

よる市民討議会を開催する。 

      

2．市民参加に係る情報の

提供 

市民参加の状況（市民委員の公募状況、委員会・審議会の

開催状況、議事録など）をわかりやすくまとめたホームペー

ジを作成する。 

      

3．行政情報の共有化 

市の課題・政策の検討経過・政策の根拠となるデータや、財

政運営の状況、第三セクターの経営状況について、市民と

のさらなる共有化を図る。 

      

  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 3-2 

基本目標 市民協働・官民連携の推進 

改革項目 市民協働の推進 

担当課等 行政推進課 

現状と課題 

○ 平成 20 年度に公益活動団体との協働指針（※1）を定め、ミニデイサービスや地域お茶の間の実

施、富ヶ岡地区市有林の整備などで公益活動団体との協働を進めるなど、生涯学習・地域活動・地

域福祉の推進、子どもの健全育成、スポーツの振興、環境保全といったさまざまな分野で、課題の

解決が図られている。 

○ 公益活動団体のうちNPO 法人は平成17 年度に比べ2 倍以上に増加した。（平成17年度末：12

法人→平成 25 年度末：28法人） 

○ 平成22 年度から実施している公益活動事業補助金は5 年間で9件、市民協働提案制度は1 件

と活用が低調であるため、制度の周知やより利用しやすい制度への見直しが必要である。 

○ 市民意識調査では、ＮＰＯ（※2）やボランティア団体の行う活動への参加を行っている人が7.1%に止

まったのに対し、「参加したい」または「参加はできないが応援したい」と回答した人は 76.3%に上って

おり、市民の支援意識と団体活動への支援のマッチングを図る必要がある。 

○ 寄附金は、ＮＰＯ法人や公益社団・財団法人などの非営利型法人やボランティア団体などが社会貢

献活動を行う上で、 重要な活動原資のひとつであるが、NPO法人の収入に占める寄附金の割合

は、全国平均の 9.9%に対し、北広島市では 0.98%に止まっている。 

○ 協働指針において、公益活動団体の活動の活性化、市民への周知、相互交流の促進を図るため、

公益活動団体の活動拠点の整備を盛り込んでいるが、開設には至っていない。 

○ 引き続き、協働指針に基づき、各分野において公益活動団体との協働を進め、行政のみでは対応

できない地域課題の解決を図っていく必要がある。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．公益活動団体の活動

拠点の整備 

公益活動団体の活動の活性化を図り、市民への周知、相

互の交流を促進するため、公益活動団体の活動拠点となる

公益活動センター（仮称）を整備する。 

      

2．寄附金控除の拡大 

協働のパートナーである市内ＮＰＯ法人への寄附を促進する

ため、個人が一定の条件を満たす市内NPO法人に寄附した

場合に、個人市民税の寄附金控除の対象とする制度を創

設する。 

      

3．市民協働に係る情報の

提供 

公益活動への市民の理解を深め、公益活動団体への参加

促進を図るため、ホームページ等を活用し公益活動団体の

活動を広く市民に提供する。 

      

※1：公益活動団体との協働指針 

 多様化する市民ニーズに対応し、かつ、効率のよい公共サービスを提供するため、公益活動団体と市とが対等なパートナーとして

協力・協調する「協働」を促進するための方策を示したもの。 

※2：ＮＰＯ 

 「NonProfit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の

総称をいい、このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人（NPO法人）」という。収益

を目的とする事業を行うこと自体は認められるが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てる必要がある。  

 ＮＰＯには、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果

たすことが期待されている。  

 

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 



 

- 31 - 

 

北広島市行財政改革実行計画 改革項目シート 

改革項目番号 3-3 

基本目標 市民協働・官民連携の推進 

改革項目 アウトソーシングの推進 

担当課等 行政推進課 

現状と課題 

○ 平成 17 年度に指定管理者制度活用の基本方針を定め、公の施設の設置目的や性質などを考慮

のうえ、民間事業者等のノウハウを活用することにより、行政サービスの向上や公の施設の効果的か

つ効率的な運営につながるものについて、指定管理者制度を活用することとした。 

○ 平成26年4月現在で、総合体育館や団地住民センターなど245の施設において指定管理者制度

を導入している。 

○ 各施設では、指定管理者の創意工夫により、利用者の増加や満足度の向上、徹底した経費節減、

地域ニーズに対応した各種教室の開催など、サービスの向上と効率的な運営が図られている。 

○ 定員適正化計画に基づき職員数の削減を図ったが、業務が広範かつ専門的になっており、職員の

負担が増加しているほか、雇用年数に期限のある非常勤職員や再任用職員への依存率が高くなっ

ている。 

○ 社会保障制度改革の進展に伴い、子育て、介護分野での業務負担が増える可能性が高い。 

○ 厳しい財政状況が続き、簡素で効率的な行政運営が求められるなか、市民ニーズに応じた質の高

い行政サービスを提供するためには、引き続きアウトソーシング（※1）による民間が持つ豊富な知識

や経験の活用が必要となっている。 

 

実施項目 内容 
実施予定 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

1．業務委託の拡大 

新庁舎建設やマイナンバーの導入を踏まえ、市の業務につ

いて引き続き業務改善を図るとともに、官民連携が可能な

業務についての委託化や、個別に委託している業務の総合

委託化を図る。 

      

2．債権回収業務の委託

（再掲） 

債権回収の強化を図るため債権回収業務について全般的

な整理・分析を行い、可能なものについては債権回収会社

への委託を行う。 

      

3．指定管理者制度の導

入 

直営で管理している中央公民館、広葉交流センターについ

て、指定管理者制度（※2）の導入を検討する。 
      

4．指定管理者制度の充

実 

指定管理者による施設の管理運営及びサービスの提供が

適正かつ確実に履行されているかを確認、評価を行うモニ

タリングを実施し、その結果を市民に公表するともに、指定

管理者にフィードバックすることで、さらなるサービスの質の

向上と効果的・効率的な施設運営を図る。 

      

※1：アウトソーシング 

 委託や指定管理者制度を活用し、専門的能力やノウハウを持った民間事業者等に市の業務を委ねること。 

※2：指定管理者制度 

 民間事業者等を公の施設の管理運営に関する「指定管理者」として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、市民サービ

スの向上と効率的な管理運営を行う制度のこと。  

※実施予定については、 

  平成２６年１２月までに 

  整理する。 
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第３章 資料 
 

Ⅰ 中期財政計画（平成２７年～平成３６年） 

 

 

（計画策定後に掲載） 
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Ⅱ 市民意識調査の結果（概要） 
 

＜調査の目的＞ 

 

 行財政改革に関する市民の意識や意向について把握し、新たな行財政改革の参考資料として活

用するため、市民を対象に調査を行う。 

 

＜調査の方法と回答結果＞ 

 

（1） 調査対象：２０歳以上の市民１，０００名（無作為抽出） 

（2） 調査期間：平成２５年６月７日～平成２５年６月２８日 

（3） 調査方法：郵送（料金受取人払の返信用封筒を同封） 

（4） 回答結果：有効回収数（率） ３９２人 ３９.２％ 

 

＜回答のみかた＞ 

 

（1） 回答率（各回答の百分率）は、回答総数を基数として算出し、小数第2位を四捨五入し

た。このため、個々の比率の合計が100.0％にならない場合（99.9あるいは100.1）があり

ます。 

（2） 1人の対象者に2つ以上の複数回答（「2つまで」「3つまで」「いくつでも」など）

を認めた質問の場合、比率の合計は、回答者数を基数としているので、100％を超えること

があります。 
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＜回答者の属性＞ 

 

①男女別 

 

②年齢別 

 
③地区別 

 

④職業別  

 

185人, 
47.2%198人, 

50.5%

9人, 
2.3% 男性

女性

無回答

6.4 

2.7 

10.1 

10.5 

8.6 

12.6 

11.0 

8.6 

13.1 

17.1 

17.8 

17.2 

29.6 

34.6 

25.8 

17.3 

20.0 

13.6 

7.1 

6.5 

7.6 

1.0 

1.1 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 無回答

27.3

28.1

25.8

5.1

4.9

5.6

26.5

29.7

24.2

10.2

9.2

11.6

29.8

27.6

32.3

1.0 

0.5 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

東部 西部 大曲 西の里 北広島団地 無回答

24.5

37.3

13.1

4.1

6.5

2.0

14.3

7.0

21.7

20.2

0.0

39.4

36.3

48.6

23.8

0.8

0.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

会社員・公務員 自営業・自由業・家業 パート・アルバイト

専業主婦・専業主夫 その他（学生・無職等） 無回答
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行財政改革について 

Ｑ．あなたは、北広島市の行財政改革の情報について、広報や市のホームページなどで見たことがありますか。

（○は 1 つ） 

 

Ｑ．あなたは、北広島市の行財政改革について、関心がありますか。（○は 1 つ） 

 

市民参加について 

Ｑ．今後、市民参加を進めるために必要だと思うことは何ですか。（○は 3 つまで） 

 

54.6
42.9

2.6

見たことがある

見たことがない

無回答

22.7

42.3

24.7

7.4 2.8 関心がある

どちらかといえば関心が

ある

どちらかといえば関心が

ない

関心が無い

無回答

31.1

11.2

42.1

24.0
19.1

5.9

27.8

18.6

3.1
8.7 11.0

3.8
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

市
政
に
関
す
る
情
報
の
積
極
的
な
公

開
・
情
報
発
信

市
政
に
関
し
て
学
習
す
る
機
会
の
提

供

市
民
参
加
の
実
施
に
関
す
る
わ
か
り

や
す
い
情
報
提
供

市
民
参
加
の
結
果
や
市
政
へ
の
反
映

状
況
の
積
極
的
な
公
開

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
市
民

参
加

無
作
為
抽
出
に
よ
る
市
民
討
議
会
な

ど
新
た
な
市
民
参
加
手
法
の
導
入

多
く
の
市
民
が
参
加
し
や
す
い
時

間
、
場
所
で
の
開
催
や
託
児
の
充
実

な
ど
実
施
方
法
へ
の
配
慮

市
民
参
加
に
対
す
る
市
職
員
の
意
識

改
革

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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市民協働について 

Ｑ．今後、市民協働を進めるために必要だと思うことは何ですか。（○は 3 つまで） 

 

財政運営について 

Ｑ．今後、市の収入を確保するため、重点的に取り組む必要があると思うものは何ですか。（○は 3 つまで） 

 

  

17.9 14.3

49.5

10.2 13.0
6.9

18.4

32.4

1.3
8.7 12.5

3.6
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

団
体
の
人
材
を
育
成
す
る
研
修
会
や

講
座
の
開
催

団
体
が
交
流
で
き
る
拠
点
施
設
の
設

置

団
体
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
市
民

へ
の
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供

市
か
ら
団
体
へ
の
情
報
提
供

団
体
が
相
談
で
き
る
窓
口
や
専
門
部

署
の
充
実

団
体
間
の
調
整
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

機
能
の
充
実

団
体
の
活
動
に
使
え
る
補
助
金
の
充

実

積
極
的
に
地
域
と
関
わ
る
市
職
員
の

育
成

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

5.1
9.7 10.5

1.3

51.3

10.7 10.2
4.1

35.2 35.5

11.7
7.7 4.1 5.1 7.1 9.4

2.0
0.0

10.0
20.0
30.0

40.0
50.0
60.0

公
共
施
設
の
使
用
料
や
各
種
手
数
料
の
有

料
化
・
値
上
げ

公
共
施
設
の
減
免
基
準
の
見
直
し

市
税
の
税
率
の
見
直
し

新
た
な
市
税
の
導
入

人
口
増
加
対
策
や
企
業
誘
致
な
ど
に
よ
る

税
収
基
盤
の
確
保

市
税
・
保
育
料
等
を
納
付
し
や
す
い
環
境

づ
く
り
の
推
進

市
税
・
保
育
料
等
の
徴
収
体
制
の
強
化

市
税
・
保
育
料
等
の
徴
収
の
民
間
委
託

未
利
用
市
有
地
な
ど
市
有
財
産
の
売
却

公
共
ス
ペ
ー
ス
の
民
間
へ
の
貸
し
出
し

（
店
舗
の
出
店
な
ど
）

有
料
広
告
掲
載
の
拡
充

公
共
施
設
の
命
名
権
（
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ

ツ
）
の
導
入

市
へ
の
寄
付
金
を
増
や
す
方
策
の
検
討

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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行政運営について 

Ｑ．市の業務を民間委託することについてどう思いますか。（○は 1 つ） 

 

 

政策評価について 

Ｑ．政策評価を行うことによって、あなたが最も期待することは何ですか。（○は 1 つ） 

 

 

今後の行財政改革について 

Ｑ．あなたは、これまでの北広島市の行財政改革の取組みについてどう思いますか。（○は 1 つ） 

 

  

18.1

40.1
13.8

3.8

21.7
2.6

積極的に委託すべき

委託するほうが望ましい

あまり委託をするべきでない

委託はすべきでない

わからない

無回答

4.1

24.7

13.8

24.0

5.4

23.7

4.3
政策の合理的な選択

政策の質の向上

政策の実施にかかる費用の効率化

市政に関する透明性の向上

期待することはない

わからない

無回答

2.8

29.3

9.9
5.4

48.5

4.1
評価できる

どちらかといえば評価できる

どちらかといえば評価できない

評価できない

わからない

無回答
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問１５ 今後の北広島市の行財政改革を進めるために、特にどのような改革が必要だと思いますか。（○は5つ

まで） 

 

  

8.2

11.7

19.9

15.1

24.7

30.6

19.9
19.4

13.3

5.4 4.3

21.4

25.0

33.2

12.0

17.3

2.0

9.4
6.9

2.8
1.5

13.0

3.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

政
策
評
価
の
推
進

事
務
事
業
の
廃
止
・
見
直
し

市
政
情
報
の
積
極
的
な
提
供
・
公
開

市
民
参
加
・
協
働
の
推
進

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
の
向
上

民
間
委
託
の
推
進
や
民
間
活
力
の
導
入

収
入
の
確
保

公
共
事
業
の
見
直
し

公
共
施
設
の
統
廃
合

複
式
簿
記
・
発
生
主
義
に
よ
る
会
計
制
度
の
導
入

補
助
金
、
交
付
金
の
削
減

市
職
員
数
の
削
減

市
職
員
の
給
与
の
削
減

市
職
員
の
意
識
改
革
、
資
質
向
上

国
や
道
か
ら
市
へ
の
権
限
移
譲

規
制
の
緩
和
・
廃
止
や
行
政
手
続
き
の
簡
素
化

電
子
自
治
体
の
推
進

周
辺
自
治
体
と
の
事
務
の
共
同
処
理

周
辺
自
治
体
と
の
合
併

特
に
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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Ⅲ パブリックコメントの結果 
 

 

（今後掲載） 
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Ⅳ 会議等の開催状況 
 

 

（今後掲載） 

 

 

 ・北広島市行財政改革推進委員会 

 

 

 ・北広島市行財政改革推進本部会議 

 

 

 ・市議会 

 

 

 ・市民説明会、出前講座、市政懇談会等 
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